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平成２２年度 法教育に関する懸賞論文応募要領等

法 教 育 推 進 協 議 会

日本司法支援センター

社団法人商事法務研究会

１ 懸賞論文募集の趣旨

法教育推進協議会は，我が国の学校教育等における司法及び法に関する学習機会の充

実や法教育の推進等を目的とした活動を行ってきましたが，法教育の更なる普及・発展

のためには，広く法教育への理解・関心を高めることが特に重要であるとの観点から，

日本司法支援センター（法テラス）及び社団法人商事法務研究会と共に，法教育に関す

る論文の募集を行い，優れた論文に対して賞状及び賞金を贈呈することとしました。

奮って応募してください。

２ 論文のテーマ等

「学校現場において法教育を普及させるための方策について」

法教育推進協議会の前身である法教育研究会は，法教育を「法律専門家ではない一般

の人々が，法や司法制度，これらの基礎になっている価値を理解し，法的なものの考え

」 ， ，方を身につけるための教育 と理解した上で 法教育の在り方等についての検討を行い

その検討結果を取りまとめた報告書「我が国における法教育の普及・発展を目指して－

新たな時代の自由かつ公正な社会の担い手をはぐくむために－」を発表しました（詳細

は，法務省ホームページ（ ）をごhttp://www.moj.go.jp/shingi/kanbou_houkyo_houkoku.html

参照ください 。同報告書は，我が国が目指すべき法教育の在り方について 「我が国） ，

の法教育は，個人の尊厳や法の支配などの憲法及び法の基本原理を十分に理解させ，自

律ある責任主体として，自由で公正な社会の運営に参加するために必要な資質や能力を

養い，また，法が日常生活において身近であることを理解させ，日常生活においても十

， 。」分な法意識を持って行動し 法を主体的に利用できる力を養うことが目指されるべき

と指摘しており，法教育推進協議会では，この検討結果を引継ぎ，今日まで，法教育の

推進に関する取組を行っています。

その中でも，学校現場における法教育の普及・推進活動は，法教育推進協議会におけ

る中心的テーマであり，これまでにも，小・中・高校等学校の教育で使用されることを

念頭に置いた法教育教材の作成等を行ってきました（詳細は，法務省ホームページ

（ 「法教育に関する教材」をご参照くhttp://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html

ださい 。）

また，平成２３年から完全実施される新しい学習指導要領においても，法やきまりに

関する分野の教育が充実されており，今後ますます，学校教育に法教育が取り入れられ

ることになります。

しかし，教員の皆さんを始めとして，学校現場の中には，法教育は難しいものである

との誤解も多く，どのように法教育を実践すればいいのか分からないなどの意見があり

ます。また，法教育の推進には，教育界と法律実務家の連携が有効であると考えられま

すが，これについても，法律専門家に対して，どのような協力を求めたらよいかわから

ないといった声も聞かれます。
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そこで，論文のテーマとして，学校現場において法教育を普及させるために，どのよ

うな方策が考えられるのかということを取り上げることとしました。例えば，学校現場

において，教員に対する法教育への理解を深めるための方策，生徒に興味を持たせる法

教育授業の在り方，法律実務家との連携方法といった具体的場面を想定しながら，学校

現場において法教育を普及させるための方策について，具体的に論じてください。

３ 応募要領

（１）応募資格

制限はありません。どなたでも応募できます。

（２）論文作成上の注意事項及び分量

ア 論文は，日本語で作成され，未発表のものに限ります。

イ 論文は，ワープロで作成する場合は，Ａ４判用紙（特定の大学，機関名等の入っ

たものは不可）を使用し，横書き１ページ３４字×３０行，活字１２ポイント，枚

数は４ページ以上，６ページ以内（文字換算 字以上， 字以内）とし，4,000 6,400

字数を超えるものは，減点の対象とします。

手書きの場合は，市販のＡ４判横書き用 字詰め原稿用紙を使用し，黒又は青400

インクの万年筆又はボールペンを使用して記載（鉛筆書きは無効 。枚数は，同原）

稿用紙１０枚以上１６枚以内とします。

なお，統計表，グラフ等を用いる場合は，ワープロ，手書きとも指定枚数以内に収

まるようにしてください。

ウ 論文を記述した用紙には，氏名，大学名等の所属団体名その他予断を生ずるよう

な事項を記入しないようにしてください 。。

エ 論文の提出にあたっては，論文の本文とは別に，次の書面を作成して，論文の本

文に添付してください。

○ 論文作成者の氏名（ふりがなを付する ，生年月日，住所，電話番号，大学名）

等の所属団体名（任意）を記載した書面

オ 著作権法に留意しつつ，すでに発表されている情報，意見等については，それに

言及する際，その都度適切な出典を注記し，統計，グラフ等を引用するととにも，

その都度資料源を明記して，一読しただけで，どの部分が他者から得た情報で，ど

の部分が独自の調査・収集にかかる未発表の情報や資料であるかが判然とするよう

にしてください。

カ 論文の応募は，１人１通（１論文）とします。なお，応募論文は，返却いたしま

せん。

（３）提出期限

平成２２年１０月３１日 必着厳守

（４）論文の提出先（封筒表面に「懸賞論文」と朱記）

（おって確定）

４ 賞及び賞金

優れた論文には，次の各賞に応じ，それぞれ賞金が贈呈されます。
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最優秀賞（１通） １０万円

優秀賞（２通以内）各 ５万円

佳作（４通以内） 各 ３万円

※いずれの賞についても，該当作なしの場合があります。

５ 論文の審査

法教育推進協議会法教育普及検討部会で審査を行い，その結果を法教育推進協議会

に報告し，法教育推進協議会の決議を経て最終決定します。

審査の最終決定は，１１月下旬ころに行います。ただし，審査過程に関する問い合

わせには応じられません。

６ 受賞者の発表等

受賞者の発表は，本人に通知するほか，法務省ホームページ等において行います。

入賞の論文は，法務省ホームページ等において，全文掲載します。なお，上記論文

の著作権は，法教育推進協議会に帰属することとします。

以 上


